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１．開 会

【事務局】

それでは、定刻となりましたので、ただいまより、北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円

卓会議を開催させていただきます。

本日は、皆様には、お忙しい中をご出席いただきまして、まことにありがとうございま

す。

私、北海道環境生活部循環型社会推進課の土肥でございます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。

本日の会議は、おおむね１６時３０分ごろを目途に終了したいと考えてございます。ご

協力のほど、よろしくお願いしたいと思います。

また、皆様へのお願いでございますが、いつもどおり本会議の議事録を作成してござい

ます。公表してございますので、ご発言をいただく際には必ずマイクをご使用いただきま

すようお願い申し上げます。

それでは、開催に当たりまして、北海道環境生活部湯谷環境局長よりご挨拶を申し上げ

ます。

【湯谷局長】

皆さん、こんにちは。北海道環境生活部の湯谷でございます。

本日は、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、まこ

とにありがとうございます。

また、近隣市からは、登別市、伊達市、オブザーバーとしまして環境省、中間貯蔵・環

境安全事業株式会社からもご出席をいただいております。

本日は、第４０回の監視円卓会議でございます。前回の会議から３カ月が経過しての開

催となりますが、本日の会議では、ＪＥＳＣＯからこの間の事業の進捗状況や労災の発生

などのトラブル事象等について説明していただくとともに、前回ご指摘いただきました活

性炭の性能調査結果のほか、今後の処理対象物量から各年の処理量を示す長期処理計画、

設備の経年劣化に対応する長期保全計画についてご説明いただきます。

また、事務局からは環境モニタリング結果等についてご報告させていただきます。

その後、道から北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画の改定につきましてご説明させていただき

たいと思っております。

委員の皆様には、既にご案内のとおり、計画の変更素案につきまして、１月１２日から

２月１１日までの期間でパブリックコメントを実施したところでございます。このパブリ

ックコメントのご意見や室蘭市や１都１８県など、関係機関からのご意見を踏まえ、現

在、ＰＣＢ廃棄物処理計画の今年度内の改正に向け作業を進めているところでございま

す。

また、監視円卓会議でございますが、委員の任期が２年となってございます。現在の委
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員の皆様につきましては任期が今年度内となっておりまして、現委員での会議は今回で最

後となります。改選につきましては、別途ご案内させていただきますが、委員の皆様にお

かれましては、２年間にわたりまして非常に熱心にご議論やご助言をいただいたことに深

く感謝を申し上げます。

本日は、限られた時間ではございますが、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し

上げまして開会に当たってのご挨拶といたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】

続きまして、本日、オブザーバーとしてご出席いただいております環境省産業廃棄物課

の福井課長補佐よりご挨拶を申し上げます。

【環境省】

ただいまご紹介にあずかりました環境省産業廃棄物課の福井と申します。

本日は、大変お忙しい中、皆様お集まりいただきまして、どうもありがとうございま

す。

また、日ごろより、ＰＣＢ廃棄物の処理について、皆様を始め、室蘭市の皆様、北海道

の皆様のご理解、ご協力のもとに進めさせていただいておりまして、まことにありがとう

ございます。改めて感謝を申し上げたいと思います。

ＰＣＢ廃棄物処理に向けましては、前回の会議でご紹介させていただきましたとおり、

昨年、ＰＣＢ廃棄物特別措置法を改正し、期限内の処理を確実にするということでの制度

改正をさせていただきました。現在、こちらの施行に向けまして、全国１９カ所での説明

会による普及・啓発等を行っているとともに、さまざまな予算措置を講じてこの取り組み

をしっかり施行していきたいということで、取り組みを進めているところでございます。

また、今回の法改正により、環境省のみならず、政府全体で一丸となって取り組むため

にＰＣＢ廃棄物処理基本計画を閣議決定計画に格上げしました。また、これを受けまして

関係省庁の連絡会議を開催することになり、あすにも第２回を開催するということで、全

省を挙げての取り組みを進めているところでございます。

本日は、ここ室蘭での取り組みということで、先ほどご案内がありましたとおり、進捗

状況や北海道の取り組みをご紹介させていただきますが、委員の皆様から貴重なご意見を

いただきまして、それを参考に全国でのＰＣＢ廃棄物処理の推進に役立てていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

２．議 事

【事務局】

ありがとうございました。



- 3 -

それでは、議事に入らせていただきます。

ここからの進行は、真柄委員長にお願いいたします。

【委員長】

前回の事柄につきましてはお話を伺っておりますが、とりあえず、きょうは、それに引

き続きということでございますが、まず、資料のご説明をいただきたいと思います。お願

いします。

【事務局】

北海道循環型社会推進課の橘でございます。よろしくお願いいたします。

配付資料の確認をさせていただきます。

まず、一番上に次第がございます。大変申しわけございませんが、２枚目、３枚目に修

正が生じております。〇〇委員の記載が漏れておりまして、大変申しわけございません。

この修正の資料につきましては、後日、送付させていただきますので、申しわけございま

せんが、よろしくお願いいたします。

その次に、資料１の前回の会議の議事録がついてございます。その後、資料２がござい

まして、資料２につきましては、資料２－１から２－９までございます。２－１はＰＣＢ

廃棄物処理事業の現状、２－２が北海道事業の進捗状況、２－３が稼働状況、２－４がト

ラブル事象について、２－５がＡ３判の折り込みになっている活性炭の性能調査結果につ

いてです。次の２－６が長期処理計画となっております。次のページの２－７が長期保全

計画となってございます。また、Ａ３判の横長の折り込みですが、２－７の別添資料１が

ついてございます。続いて別添資料２がございまして、関係の資料が続いております。そ

の後に、環境モニタリング測定結果が資料２－８としてついております。その次の２－９

の資料が立入検査結果ということで添付させていただいております。その後が資料３でし

て、資料３につきましては、北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画の変更を行うということで関係

資料がついており、資料３－１から３－３まで添付させていただいております。次に、資

料４として、北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業監視円卓会議の設置要領の変更に向けまして新

旧対照表が２枚ついております。最後に、ＪＥＳＣＯが作成したＰＣＢ処理事業だよりの

ナンバー３４がついており、その次に参考資料２として、前回の会議で一般向けの説明に

用いている資料はどのようなものがあるのかというご質問をいただきましたので、道が用

いております説明会で使用しましたパワーポイントのスライドを添付しているとともに、

全国的に環境省に作成いただいて、最も頻繁に使われているパンフレットを添付しており

ますので、後ほどごらんいただければと思います。

資料の不足や読みにくいものがございましたら、随時、事務局までお申しつけいただけ

ればと思います。
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【委員長】

ありがとうございました。

特に不足の方がいらっしゃったらお申し出いただきたいと思います。

それでは、議事（１）の前回の議事録ですが、既に各委員のところには送付されている

とは思いますが、何かあればと思いますが、なければこれでセットしたいと思います。よ

ろしいですか。

（「異議なし」と発言する者あり）

【委員長】

それでは、早速、新しい議題に入りたいと思います。北海道の進捗状況について事務局

からご説明をください。ＪＥＳＣＯからお願いします。

【ＪＥＳＣＯ】

ＪＥＳＣＯ北海道ＰＣＢ処理事業所所長の松本でございます。

ＪＥＳＣＯから資料２－１から資料２－７までご説明させていただきます。

まず最初に資料２－１です。

ＪＥＳＣＯのＰＣＢ廃棄物処理事業の現況です。

従来どおり、全国５カ所のＪＥＳＣＯ事業所の現況について記載したものです。こちら

の資料は前回の内容から特に追記等ございませんので、説明は省略させていただきます。

次の資料２－２です。

北海道事業の進捗状況になります。

こちらも平成１５年からの経緯をずっと追記してきているものでして、前回の円卓会議

以降の記載事項は一番最後の８ページと９ページ目になります。８ページの下、昨年１２

月６日に非常用発電機室メンテナンス用扉により左手指３本の打撲と、通報連絡区分Ⅳの

トラブルを発生させてしまいました。年が明けまして１月２０日に抜油配管逆洗浄中の洗

浄液の漏液と同じく区分Ⅳのトラブルを発生しております。こちらにつきましては、後ほ

ど詳しくご報告させていただきます。

資料２－２は以上でございます。

続きまして、資料２－３の稼働状況になります。

１ページ目は当初施設の状況になります。まず、受け入れ関係は、道内、道外、記載の

とおりの数字とＰＣＢ廃棄物、変圧器、コンデンサー類を搬入、受け入れしております。

２ページ目は、処理した実績になります。昨年１２月末までの集計になりますが、変圧

器類、表の一番下の黄色の部分になりますが、変圧器で３，４２５台、コンデンサーで５

万１，３３３台という処理実績になりまして、私どもＪＥＳＣＯに登録していただいてい

る数に対する進捗率は、その下の変圧器で８３％、コンデンサーで８５．４％という数字
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になっております。なお、表の一番上に処理状況（抜油作業時）と記載しております。こ

の円卓会議では、抜油作業、つまり、廃棄物から油を抜いたという時点での数字を集計し

てご報告しておりました。現在、昨年の法改正を受けまして、全国５事業所の処理実績の

時点基準を、処理開始の抜油時点ではなくて、中間処理完了、つまり、抜いた油を完全に

無害化処理し終わった、それから、残った金属片を洗って洗浄で完全にＰＣＢがなくなっ

たということを中間処理完了と称していますが、その時点での数字に見直そうという検討

を今しているところでございます。この点につきましては、今後、地元の行政と協議をさ

せていただいた上で、もし変更になるようであれば、次回以降の会議での資料に反映させ

ていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

３ページ目は、変圧器、コンデンサーのこの１年間、各月の処理台数と処理重量をグラ

フにしたものでございます。

めくっていただきまして４ページ目がＰＣＢ油そのものの処理の重量になります。１２

月までの数字を記載しております。

５ページ目が、有価物ということで、ＪＥＳＣＯがお金をいただいて払い出している鉄

や銅などの払い出し実績です。

６ページ目は、産業廃棄物、ＪＥＳＣＯがお金を支払って払い出している各品目の数字

になります。表の上、真ん中が産業廃棄物として払い出している実績です。それから一番

下の表がＰＣＢ濃度５，０００ｐｐｍ以下の無害化認定施設への払い出し実績でございま

す。この表の一番下に、無害化認定施設の払い出し先をエコシステム秋田という会社に今

年度は北海道から払い出しておりますが、その会社名も記載させていただいております。

続きまして、７ページ目ですが、増設施設関係ということで、安定器のプラズマ溶融施

設の処理実績になります。７ページ目が安定器などを受け入れた実績で、今年度から道

内、１５県、首都圏１都３県の数字も記載しております。

続きまして、８ページ目ですが、処理した実績になります。同じく１道１５県と、１都

３県に分けて数字を記載しております。真ん中の小さな表になりますが、処理した実績、

重量ですが、１道１５県で２，３１５トン、１都３県で２２６トンという実績でして、Ｊ

ＥＳＣＯの登録重量に対する進捗率はそれぞれ６３．４％、４．２％という実績で、合計

すると２８％という状況になっています。こちらの処理実績も、詰めかえ作業を開始した

時点の集計ですが、プラズマ溶融を完全に分解して、スラグが払い出された時点、中間処

理完了時点での置きかえもあわせて検討しているところでございます。

最後の９ページ目は、プラズマ施設から払い出されますスラグ及び固形物の実績になり

ます。当初施設、増設施設ともに特に大きな問題なく順調に処理を進めてきているところ

です。

資料の２－３は以上になります。

【ＪＥＳＣＯ】
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資料４と資料５につきまして、安全対策課長の中尾からご説明させていただきます。座

って説明させていただきます。

まず資料２－４のトラブル実証等についてです。

前回の監視円卓会議以降のトラブルが２件で、先ほど所長から説明があったとおりの件

名でございます。これについては、後ほど詳しく説明します。

２ポツの不具合事象等の公表件数ですが、前回以降、１１月、１２月、１月分不具合事

象の報告をさせていただいております。これまでに、この３カ月で１３件の不具合事象と

１８件の不具合事象未満を報告し、当情報センターにて公表しているところでございま

す。

続きまして、別添資料になります。

平成２８年１２月に発生したトラブル事象として、非常用発電機室メンテナンス用扉に

よる左手指３本の打撲、区分Ⅳについてご説明いたします。

発生したのは昨年１２月６日、火曜日の９時３６分ごろで、場所は当初処理施設の非常

発電棟、非常用発電機室内のメンテナンス用扉で労働災害が発生しました。この場所は管

理区域外で、ＰＣＢ等は取り扱っておりません。事象概要ですが、当初処理施設には、非

常用発電機といって停電時に備えた発電機がございます。今回の事象は、この運転会社で

ある室蘭環境プラントサービスの非常用発電機の月例試運転作業におきまして、３名の方

が従事していたのですが、そのうちの１名の方が負傷したものでございます。この非常用

発電機の試験運転を月に１回やっておりますが、運転を停止した後、発電機の部分が熱く

なりますので、冷却用排風機を回します。そうしたところ、メンテナンス室内が負圧にな

ったということで点検中に扉をあけて点検していたのですが、その際に負圧のため扉がひ

とりでに閉まって負傷してしまったものでございます。

これ以降、裏面の図と写真にてご説明させていただきたいと思います。

まず、非常用発電機室の場所ですが、当初処理施設の３階に位置しております。右側に

図面がありますが、非常用発電機を置いてある部屋は、非常用発電機室ということで囲い

がついておりまして、左側にある部分はガスタービン室になっております。この非常用発

電機が置いてある部屋は扉が六つありまして、観音開き式の扉が２セット、もう一つ片扉

が一つございます。それぞれ片側に三つずつ扉がついております。その左下のところが観

音開きのドアの写真でして、この左側のドアをあけたまま、右側のドアを発電機の油漏れ

がないかということを確認するためにドアをあけてのぞき込みました。そうしたところ左

側のドアが閉まって指を挟んでしまったという状況でございます。

再発防止対策としまして、まず、注意喚起の表示をしているところでございます。点検

のときに扉をあけず、点検するドアだけあけるようにという注意喚起の表示をいたしまし

た。

その後、原因究明調査としまして、関係者を集めて現場作業の再現試験をし、排風機運

転中に室内が負圧になって扉がひとりでに閉まることを確認しております。
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再発防止対策としましては、点検のときに開閉するメンテナンス用扉に閉じないような

固定用のチェーンを取りつけて、ほかの五つの扉は、ここは運転中の点検はないので、排

風機が停止するまであけないようにとマニュアルを改訂して対応終了としております。

続きまして、平成２９年１月に発生したトラブル事象についてご説明いたします。

件名は抜油管逆洗浄中の洗浄液の漏洩で、発生日時は平成２９年、ことしの１月２０日

金曜日、１４時５４分ごろでございます。

場所は、当初処理施設の１階、大型／車載トランス解体エリアで、管理区域レベルは区

分Ⅲとなります。レベルⅢでの漏洩でございますが、漏洩発見からふき取り作業完了まで

作業員等への被液などはなく、人への影響はなかったものと考えております。

概要でございますが、大型／車載トランス解体エリアに抜油洗浄装置と呼ばれるものが

四つございますが、そのうちのナンバー２の抜油洗浄用装置、こちらは主として車載トラ

ンスの解体作業をするところで、抜油と解体をするところでございます。抜油とその後の

気密試験、予備洗浄作業を実施する場所でございます。

車載トランスは、本体と附属のラジエーターという本体から５分の１ぐらいの大きさの

箱がございまして、本体と別室になっております。今回の事象は、ラジエーターの抜油を

した後に発生した事象でございました。

二つ目の段落で、抜油時というのはラジエーターの抜油のことを言っておりますが、ス

テンレス製の抜油管をラジエーター部に穿孔するのに差し込んで、内部のトランス油を吸

引するということで、抜油管には抜油状況を目視確認するためのサイトグラス、のぞき窓

がついております。

今回の事象は、そのラジエーター部分を抜油後、配管内の残液回収中に抜油管詰まりが

発生し、その詰まりを除去するために洗浄液を流して逆洗浄してやるときに誤って洗浄液

５リットルが漏洩したものでございます。

時系列を簡単にご紹介しますと、当日１０時に車載トランスを受け入れ、抜油装置を受

け入れました。本体の抜油は午前中にほぼ終了しております。１３時２２分、ラジエータ

ー抜油を開始し、１４時にエリア内解体作業員がサイトグラスを確認したところ、液が流

れていなかったということで、ラジエーター内の液が抜けたと判断し、その抜油管を抜い

て残液回収作業を開始しております。これは、抜油管内にエアを吸引させることで、中の

液を回収するものです。７分後に中央制御室、これは抜油場所とは別の離れたところにあ

りますが、そこの中央制御室に抜油管が詰まったときに表示される逆洗浄の表示が出まし

た。これは、運転支援ガイドというコンピューターを使った支援システムですが、それを

見た液処理班員は、洗浄液５リットルによる逆洗浄を実施したものです。このときは現場

連絡がなかったということでございます。

１４時１３分に逆洗浄の残液回収作業終了という表示が出まして、中制の運転員、エリ

ア内の解体作業員が抜油作業完了を確認したということです。このとき解体班員はまだ逆

洗浄が実施されたということは知らなかったということです。それから４０分たった１４



- 8 -

時５４分ですが、作業スペースの解体班員が、ガラス窓から中を見たところ、長靴置き場

前の床に敷いてある帯電防止マットに液が漏れていることを発見しました。その後、エリ

ア内の作業員が関係者に連絡をしております。

ＪＥＳＣＯからは通報を受けまして、１４時３０分から関係箇所に連絡をしております

が、そのときから１５時３０分、現場では作業環境測定と漏洩液のサンプリングを実施し

ております。１６時２０分から１７時まで、漏洩範囲を特定して、液のふき取り掃除を実

施しております。漏洩液のＰＣＢ濃度としては、参考値で３．９％でございました。漏洩

量は、先ほど申し上げたとおり５リットルでございます。２０時ごろ作業環境測定で１

２．９マイクログラム／立米というデータが出ております。

ここから先は裏面の図と写真でご説明したいと思います。

まず、発生場所ですが、大型／車載トランス解体エリア１階の施設の一番下で、真ん中

の若干左側に位置しております。作業スペースの壁際でございます。右の写真がナンバー

２の抜油洗浄装置で、車載トランスが載っている写真ですが、この右側にありますへりに

抜油管を置いてしまって、抜油管を置いたときに、バルブも閉めていませんし、中の空気

を吸い込むことによって中の液を回収させるため、若干上向きに置いております。そのよ

うな位置に抜油管を作業員が置いてしまいました。その上、下の写真ですが、１．５メー

トル掛ける１メートルのところに液が漏れていたということで、その右側に抜油管の全景

の写真がありますが、長さ７０センチ、内径６ミリのステンレス製のものでございます。

今回の原因は、先ほども時系列の中で申し上げておりますが、連絡ミスということかと

思います。本来、この抜油管を抜いてしまって、漏洩をしないように何かに収納すればよ

かったのですが、収納しないまま立てかけてしまったということと、逆洗浄する際は、連

絡があればよかったのですが、現場へ連絡することなく中央制御室で実施してしまったと

いうこと、この２点が原因と考えております。

対策としましては、写真にありますとおり、抜油管を収納するドラム缶を設置しまし

た。この中に抜油管を収納して、万が一、逆洗浄の指示があったとしても、この中で液が

出るということで漏洩はしないということです。また、作業要領書にも、逆洗浄の際、中

央制御室から必ず現場へ連絡するように作業要領書を改訂して対策完了としているところ

でございます。

続きまして、資料２－５、第一系統排気に係る活性炭の性能調査結果について説明させ

ていただきます。

これは、パワーポイントを使って説明したいと思います。

前半の部分は、パワーポイントのタイマーが切れてしまったということで、資料で概略

を説明したいと思います。

第一系統排気に関する活性炭の経緯につきましては、平成２１年１２月に道の環境科学

センターで測定した第１系統排気のダイオキシン類濃度が、排出管理目標値と同程度にな

ったということからＪＥＳＣＯで原因究明を実施して、円卓会議で内容を報告しておりま
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す。その際に委員の方から活性炭の効果について調査すべきという意見が出されたことか

ら、平成２３年の秋の定検で活性炭をサンプリングして吸着量等を分析しております。そ

うしたところ、上流と下流側のＰＣＢの吸着量に、一部、逆転現象が見られたということ

があったことから、その上流側のＰＣＢからオイルスクラバーのミストによって追い出さ

れたことが懸念されたということです。

活性炭槽の安全性を確認するため、これまで実験等で検証を行ってまいりました。その

中で、実際の活性炭の平衡吸着量の調査や、排気処理施設の活性炭を挿入したカラムを設

置して実際にＰＣＢの吸着量を調査してはどうかということや、そのときに逆転現象が起

こるかどうかを調査してはどうか、また、別のカラムでは、スクラバー油排気で活性炭を

スクラバー油で平衡状態にさせた後、ＰＣＢを含むガスを流してはどうかということでご

ざいます。

上記により問題点の回答を得ることができない場合は、逆転現象が起きる状況を探し出

すということ、その他、過去の活性炭吸着前後の排気ＰＣＢ濃度の軽減化とそのデータか

ら計算される活性炭吸着量との計算ということで、これまで逆転現象の原因について研究

室実験と活性炭槽内の風速及びＰＣＢの吸着量の分布測定を行ってまいりまして、一昨年

の監視円卓会議で概要を報告しているところです。

パワーポイントが復活しましたので、こちらで説明させていただきたいと思います。

こちらが排気処理系統の概略図でございます。

溶液処理工程、特に大型／車載トランスエリアからの排気が、オイルスクラバーという

ＰＣＢを除去する装置がありまして、これは９立米ぐらいの大きさのものでございます

が、ここにポンプを用いてオイルを循環させて、ＰＣＢを含んだガスとスクラバーオイル

という有機溶剤を接触させて、こちらの局所排気中のガスのＰＣＢを除去する装置でござ

います。その除去したガスは、さらにセーフティネットの活性炭２段をかましまして外部

に廃棄するという処理システムでございます。

最初にはかったときのＰＣＢの吸着量は、ちょうど活性炭の中段の順番にサンプリング

したのですが、こちらが上流、中流、下流となりますが、そこのＰＣＢの吸着量は、むし

ろ下流側のほうが量が多かったというのが、今回、いろいろと調査するきっかけになった

事象でございます。

この目的は、先ほども申し上げたとおり、逆転現象についてということと、安全性を確

認するということと、内容としては、実験室におけるカラムを用いた実証実験と、実機に

おける調査をこれまで行ってまいりました。

まず、実験室内における実証試験は、以前、報告しておりますので、簡単に説明してい

きます。未吸着の新品活性炭とスクラバーオイルを飽和した活性炭それぞれ二つ用意し

て、カラムでＰＣＢを分速０．２と０．６でそれぞれ流しております。３０日間、送気し

てＰＣＢの吸着量を測定するということで、それぞれカラムとして上段、中段、下段掛け

る上、中、下という９カ所を用いて、それぞれのところからサンプリングして測定いたし
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ました。それぞれ同一条件で２回実施しております。なお、スクラバーオイルの吸着量の

確認という提案もあったのですが、実際にオイルスクラバーが気化しなかったということ

があって、中止しております。これについては、実機で確認することになりました。

今回、このオイルスクラバーがなぜ気化しなかったことも後ほどご説明します。

こちらは、実験室での実験装置ですが、ＰＣＢの蒸発管を温めてＰＣＢを蒸発させて、

カラムと呼ばれている活性炭充塡槽に流します。それを何回も流しまして、どれだけ活性

炭が吸着したかを確認して測定するものです。

実際のカラムの写真ですが、このようなガラスの中に活性炭を充塡して、回していま

す。ＰＣＢ蒸発管と実際の活性炭カラムの設置状況、ＰＣＢ蒸発管設置状況はごらんのと

おりです。

このときの実験結果ですが、送気中のＰＣＢ濃度としまして、入り口は４．９から１０

０マイクログラム／立米くらいで、実際にスクラバーに入ってくるものより濃いものが流

れています。その出口の濃度をはかりましたところ、実際には１％以下まで吸着できるこ

とが実験でわかりました。

なお、新品の活性炭ですが、スクラバーオイルに飽和した活性炭は、この場合は差が見

られまして、スクラバーオイルで飽和しますと、吸着量が落ちるということが見られてお

ります。

それぞれカラムの１段、２段、３段、上、中、下層に分かれていまして、それぞれの分

析をしました。そうしたところ、この着色している部分で逆転現象が見られたということ

でございます。特に、スクラバーオイルで飽和している活性炭の方が逆転現象がより多か

ったということがわかりました。また、２段目までもＰＣＢが流れてきて、なかなか１段

目で吸着できない、活性炭は十分吸着するけれども、スクラバーオイルがくっついている

もの、飽和しているものだと性能が落ちるということが確認されております。

これは、活性炭の新品のものとスクラバーオイルで飽和したものです。ここのベースは

０．９と書いていますが、吸着率をパーセンテージで書いていまして、全て９０％以上で

すから、０．９以下のところは省略しております。新品のものについては、風速が多少変

わっても入り口濃度が高い、低いがあったとしても、９９％以上吸着しているということ

です。

一方、スクラバーオイルが飽和したものに関しては、濃度が高いところは十分とれるの

ですが、濃度が低くなりますと、とる能力が落ちるということでございます。

まとめますと、大部分は１段目の上層部にトラップされて、全てに対して９０％以上が

トラップされます。一方、スクラバーオイルで飽和した活性炭であれば、ＰＣＢが活性炭

の後段へ移行しやすいことがわかりました。また、風速が速いほうがＰＣＢが後段に移行

しやすいことがわかりました。

続きまして、処理施設の実機における調査です。試験条件としては、オイルスクラバー

のオイルの吸着の影響調査で、サンプリングポイントとしてオイルスクラバーの出口排気
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ですね。ここと、活性炭のそれぞれＰＣＢと油分を測定しました。

送気中のＰＣＢにつきましては、ＰＣＢ濃度１．３マイクロという濃度結果が出まし

た。これは、オンラインモニタリングの入り口濃度が大体、測定結果が２から３ぐらいで

したので、ほぼほぼそれに等しい値かと思っています。油分のほうが７，０００マイクロ

あったということで、かなり活性炭に流入する油分の量が多いことがわかりました。活性

炭へ吸着しているＰＣＢとオイル量についても調査しましたが、１、４が上流、２、５が

中流、３、６が下流側ですが、上流、中流、下流で逆転が起こっております。上流が１４

０と１１０、中流で８１と２０、下流は１００と１５０ということで、ちょうど中流側の

吸着量が少なかった現象が見られました。これは、速度と流速もはかっていますので、こ

れと比較しますと、流速につきましては、中流が０．７５と非常に早くなっております。

一方、上流側が０．４と０．３９、下流が０．３４と０．４３ということで、ここの吸着

量は、やはり速度に依存していることがわかりしまた。速度が速いところは吸着量が少な

くなってしまい、遅いところでは十分吸着できるということでございます。

というところから、逆転現象について、流速分布が一つ重要であることがわかっており

ます。

ここから資料の３に入りますが、試験条件として活性炭層内のガス等の成分分析という

ことで、これは去年の３月に採取したものの分析です。サンプリングポイントとしては、

先ほどのスクラバー装置の入り口が①、出口が②、これは活性炭の入り口に同じでござい

ます。活性炭槽の出口排気もはかりました。参考として、スクラバーオイルをサンプリン

グして、それぞれ洗浄溶剤、これはＮＳクリーン２３０と呼ばれる溶液です。また、トリ

クロロベンゼン、これはトランス油に含まれている成分です。それから、ＰＣＢ、スクラ

バー油成分を、それぞれガス中のものとスクラバーのものを測定しました。

そうしたところ、まず、資料を見ていただいたほうがわかりやすいのですが、スクラバ

ーの入り口のところで、ＮＳクリーン２３０、洗浄溶剤が１，７００、６，０００、８７

０という高い数値を示しています。それぞれほかに油分の原因となる成分について、ＮＳ

クリーン２２０などをはかりましたが、それもほとんどありませんでした。トリクロロベ

ンゼンの濃度が４００、５．７、０．１ということで、こちらは活性炭で非常に吸着して

いることがわかりました。ＰＣＢ濃度につきましても、スクラバーの入り口が３．７、出

口が１．２、活性炭の出口が０．０１５ということで、かなり低くなることもわかりまし

た。

一方、スクラバーオイルもあわせて分析しておりますが、その中ではＮＳクリーンの濃

度が２万ということで、約２％に相当します。トリクロロベンゼンが５．５、ＰＣＢにつ

いては１３０ぐらいということで、毎週１回測定して、大体１４０ぐらいに調整している

ところでございます。

こちらは、定性分析のガスクロの分析結果ですが、スクラバーの出口排ガスの分析結果

が上から四つ目になります。スクラバー出口排気に対して、スクラバーオイルをはかった
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ものが下から２段目です。もしスクラバーオイルがスクラバーの出口の排ガス中に出てい

れば、出口の排ガスのところは、スクラバーオイルの成分に引っ張られて盛り上がるはず

ですが、その盛り上がりがありませんでした。一方、ＮＳクリーン２３０の洗浄溶剤のピ

ークは、スクラバーの出口排ガス、入り口、活性炭からも出ております。このことから、

新品のものはスクラバーオイルにはないのですが、使用済みのスクラバーオイルが出てい

るということで、ＮＳクリーン２３０がスクラバーの中を入ってきて活性炭まで到達して

いることがわかりました。

一方、スクラバーオイルは、スクラバーの排ガスのほうにもありませんでしたし、活性

炭のほうにも成分が見られませんでした。

そのことから、スクラバーのオイルは、揮発せずに、出口から出てこない。そのかわり

というか、油分としては、ＮＳクリーン２３０と呼ばれる成分が非常に支配的であること

がわかりました。

続きまして、処理施設内の実験における調査です。これは（２）ですが、サンプリング

ポイントとしては、活性炭でございます。同じく洗浄溶剤ＴＣＢ、ＰＣＢ、スクラバー油

成分を分析しました。その結果、ナンバー１のところにおいては、ＮＳクリーン２３０

が、これは２８％、活性炭１グラムに対して０．２８グラム、ＮＳクリーンがついていた

という意味でございます。ナンバー３にもＮＳクリーンがついておりました。トリクロロ

ベンゼンの値、ＰＣＢの値ですが、ＰＣＢについては１７０マイクロという値でした。

このことから、活性炭の中にＮＳクリーン２３０が吸着していることがわかっておりま

す。それから、活性炭のところに油分がくっついたので、ＰＣＢはどこにあるのかを確認

するため、活性炭を前処理して、超音波抽出という方法で抽出いたします。そうすると、

そこで出てきた成分というのは、活性炭の周りにくっついている油分の中に入っているＰ

ＣＢというのが分析できます。さらに、そのときの残渣をソックスレー抽出という２４時

間かけてやるじっくりした抽出方法ですが、ここのソックスレー抽出をしますと、活性炭

に吸着しているＰＣＢ濃度が分析できます。

その分析結果ですが、上流側でいきますと、全部くっついている量が大体２３０から２

６０ぐらいに対して、油分の中に入っているＰＣＢ濃度が２５とか２９、中流側は３９、

９９に対して５１、下流側は２７０、１４０に対して２８、１３ということで、油分中に

存在しているＰＣＢ濃度は、全体にくっついている分の１０分の１程度であることがわか

りました。

このことから、万が一、ＰＣＢがくっついているものが後段側に出ていったとしても、

出ていくのは全体の量の１０分の１で、油分にくっついている分しか出ていきませんの

で、若干、下流側に移行する分があるということがわかりました。

パワーポイントを使った説明はこれで終了いたします。

まとめと今後の対応につきましては、資料を読ませていただきます。

現在、活性炭の交換につきましては、使用中の活性炭サンプリング口より採取し、吸着
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性能、吸着物質の分析を年に１回実施して、その結果をもとに交換の時期を決定しており

ます。特に、活性炭メーカーの推奨試験である活性炭の試験方法は、ＪＩＳＫ１４７１と

いう方法で定義されておりますが、これに基づくアセトン平衡吸着性能がＰＣＢ及び油分

等の吸着量の指標となっておりますので、活性炭の性能が確認できるとされております。

これにより、当事業所の活性炭交換基準はＪＩＳに基づくアセトンの吸着性能が２５％

以下であること、もしくはＰＣＢ含有量が２，０００ミリグラム／キログラムを超過して

いること、この両方またはいずれかとしております。アセトン吸着量２５％以下というの

は、あとどれだけアセトンが吸着できるかをＪＩＳでやるものですので、この吸着性能が

もうなくなっているということであれば交換するということでございます。

②はＰＣＢ含有量の基準ですが、５，０００ミリグラム／キログラムを超えますと外部

で処理ができなくなりますので、外部処理の条件を達成するために２，０００という数値

で区切っているということでございます。今回、約３０％の洗浄溶剤が吸着していること

が判明したわけですが、使用中の活性炭につきましては、上記の方法によって吸着性能を

確認しておりますので、性能が十分担保されているものと考えております。

ただ、ＰＣＢの排出管理につきましては、活性炭の管理もさることながら、日々のモニ

タリングが重要でして、オンラインによる連続モニタリングとオフラインによる定期的な

排出源モニタリングを総合的に運用強化するなどして、排出管理目標値が十分に低い値で

管理されていることを確認していきたいと思っております。

こういうことで、我々のほうで調査をこれまで進めてきましたが、スクラバーオイルは

活性炭には移行せず、そのかわり洗浄溶剤が移行することがわかりました。それがあった

としても、先ほども説明したとおり、その油分に含まれているものは全体の吸着量の１０

分の１程度ですので、このために排ガスから大量のＰＣＢが出ることはないと考えており

ます。ただ、そのための管理としては、日々のモニタリングが重要ということを改めて認

識しましたので、その辺について今後も進めていきたいと考えております。

私からは以上です。

【ＪＥＳＣＯ】

続きまして、資料の２－６と２－７を使いまして、北海道の長期の計画についてご説明

いたします。

まず、資料２－６、長期処理計画についてというＡ４判１枚の紙です。

１番目は、当初施設ということで、変圧器やコンデンサーの計画になります。（１）番

で処理対象ＰＣＢ廃棄物ということで、括弧内に書いてあるのは数量の根拠になります。

昨年度末、平成２８年３月３１日時点の登録量及びその後の見込み量から平成２８年度以

降の処理対象物量を想定したものになります。①番が北海道事業エリアの処理対象物で、

北海道事業所で処理するものです。大型トランスが３８５台、小型トランスが４１７台と

記載のとおりの数字を計上しております。この数値は、昨年、環境省が法改正を行ったと
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きに対象数量の審査、整理を行いましたので、その値がベースとなっております。

②番の北海道事業エリアの処理対象物のうち、他の事業所で処理するものです。これも

３年前の法改正の際に事業所間移動について報告されておりますが、北海道事業エリアか

ら大型トランス５台を東京事業所で処理しようということと、コンデンサー（炭化品）５

００台を大阪事業所で処理しようという計画を報告しております。

これらを踏まえまして、（２）が処理計画の表になります。平成２８年度はまだ見込み

の数字になっておりますが、計画的処理完了期限は、当初施設、トランス、コンデンサは

平成３４年度までになりますが、それまでにこのような数字で終えることができるだろう

と見込んでおります。トランス類に関しましては、ここに書いてありますが、ほぼ平成３

２年度までには終わるだろうということです。コンデンサが少し長引きますが、徐々に数

量は減っていくと見込んでおりますが、３４年度までには終わる見込みとしております。

続きまして、下半分の増設施設になります。安定器類です。

同じく（１）の処理対象物のＰＣＢ廃棄物の量ですが、括弧内は平成２８年１２月３１

日、つまり昨年末時点の実際のＪＥＳＣＯへ登録していただいている量から今年度以降の

処理対象物量を想定したものです。①、②とありますが、北海道事業エリアに関しまして

は１，４５１トン、他事業エリアの処理対象物のうち北海道で処理するもの、これは東京

事業エリアになりますが、３，８４４トンという数字を見込んでおります。この数字は、

先ほど資料１の表でＪＥＳＣＯ登録量の数字で示しておりますが、数値が若干異なってお

ります。増設施設は平成２５年から３年半処理を継続してきておりますが、その後の調査

で保管事業者様が所有している安定器類と内容物を確認したところ、そのうちの３割ぐら

いはＰＣＢが含まれていない安定器類だという結果が報告されております。したがいまし

て、私どもＪＥＳＣＯは、特別管理作業廃棄物、高濃度ＰＣＢ廃棄物を処理する観点か

ら、今後は、この３割に向けて仕分けを徹底していこうと考えております。この辺は、Ｊ

ＥＳＣＯ事業所のみならずＪＥＳＣＯ本社、環境省、さらには地元行政と仕分けの中身に

つきまして詳細を詰めていきたいと考えております。

（２）がその処理計画の実際の数字になります。表の上の段の安定器及び汚染物等が北

海道事業エリアの数値です。その下、同上（東京エリアから）というのは東京から持ち込

まれる量を想定しております。増設施設は計画的処理完了期限が平成３５年度となってお

りますが、徐々に数字は小さくなっておりますが、現時点では３５年度までに終えるとい

うことを計画しております。その下に小さな文字で書いておりますが、上記のほか、今

後、掘り起こしにより発生すると見込まれるＰＣＢ廃棄物への対応や、処理が困難なＰＣ

Ｂ廃棄物に関する技術的な検討も、絵姿が明らかになるにつれて検討も引き続き行ってい

く予定にしております。

資料２－６は以上となります。

【ＪＥＳＣＯ】
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続きまして、資料２－７に基づきまして、長期保全計画についてご説明させていただき

たいと思います。

私は、当初施設を主に担当しております副所長の大島でございます。

資料２－７をごらんください。

北海道ＰＣＢ処理事業所長期保全計画につきまして、その概要をご報告したいと思いま

す。まず、長期保全計画策定の主な目的ですが、処理の期間延長に対応して処理設備の安

全・安定操業を維持するためであります。過去の点検整備記録や当施設を建設しましたＪ

Ｖ、プラントメーカーの知見等をベースに、中長期的な機器の更新、あるいは予備品の確

保を中心としまして、当初施設につきましては平成２６年１１月、増設施設におきまして

は平成２７年６月にそれぞれ長期保全計画を策定しました。策定以降の毎年の定期点検の

結果、日常の保全状況、運転状況を加味しながら、毎年、見直しを実施しております。そ

れによって計画的な施設の維持管理を行いながら事業終了まで安全・安定操業の継続を目

指しているところでございます。

１ページ目の２ポツでございますが、まず、長期保全計画策定に当たりましての基本的

な考え方を示しております。長期保全、まずは設備の安全を最優先に配慮しながら、さら

には操業への影響を考慮しながら設備が停止、故障したとか、そういった影響度の大小に

より保全のやり方を区別していくという考え方にしております。イメージをつかんでいた

だくために、１ページの下半分に保全に関するチャートを示しておりますが、基本的な長

期保全計画の考え方をチャートにしておりますが、大きく保全という中には、故障あるい

は停止による影響によって分類しております。このチャートの右側のいわゆる影響度、ト

ラック設備が故障あるいは停止したときの影響度が小さいもの、こちらにつきましては設

備の停止あるいは機能の低下が起こってから修理をする、いわゆるブレークダウンメンテ

ナンスと言われておりますが、これを事後保全と称しております。もちろん壊れたときに

部品がないとか、納期を要するとか、そういうものにつきましては予備品として準備をし

ておくという考え方に立っております。

一方、左側になりますが、影響度が大きなものは、予防保全ということで、設備の不具

合等が起こる前に計画的に実施するという保全でございます。この予防保全につきまして

は、大きく故障に対する措置としましては、状態基準保全と時間基準保全の二つに分けて

おります。左側の状態基準保全と申しますのは、まさに状態を見て保全を行うというこ

と、すなわち劣化状態見合いでの保全でして、設備の劣化状態の把握あるいは予知して行

う保全でして、整備あるいは部品の交換、修理、更新等を行うものでございます。

一方、時間基準保全は、ある一定の周期であらかじめ保全を行うということを前に決め

ていくということで、その一定周期の判断基準としましては、過去の点検実績や保全実

績、その機器の耐用年数を周期の基準にして、ある時間、ある年数がたったら保全を行う

という考えに基づいております。

以上のような基本的な長期保全計画策定に当たっての考え方に基づいて長期保全計画を
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策定しております。

次のページをめくっていただきたいと思います。

２ページです。こちらは長期保全計画の管理・運用と主な実施項目ということで記載さ

せていただいております。

ご存じのとおり、当初施設と増設施設がございまして、それぞれに分けて管理・運用方

法と直近の主な実施項目について記載、報告させていただきたいと思います。

２ページ目に書いている（１）の当初施設からご説明します。こちらはどのように管理

・運用しているのかは、別添資料１をごらんいただいてご説明させていただきたいと思い

ます。別添資料１、Ａ３判の両面コピーになっておりますが、そちらをごらんください。

この管理シートですが、この様式を使って当初施設の長期保全計画を管理しているもの

です。実際に全て網羅しますとＡ３のシートで約２０ページ近くになります。本日は、そ

の全てではなく、代表例として幾つかピックアップしまして、両面コピーで２枚にまとめ

ております。以下、本シートの特徴的な部分をご紹介させていただきます。

まず、このシートに黄色で網かけしているところをごらんいただきたいと思います。ま

ず、左側の装置名、エリア、装置機器名という項目がございますが、こちらは従来から定

期点検の結果や作業実績をこういう区分け、様式で取りまとめておりまして、同じ分類で

長期保全計画も整理したということでございます。従来の点検実績との継続性が把握しや

すいとか、今後、適宜、保全計画を見直す際には非常に整理がしやすいということで、操

業当時から使っている区分け、様式で長期保全計画を策定したということでございます。

右に移っていただきまして、実装予備機の有無という項目がございます。こちらは各機

器において予備機があるかないかを丸かバツかで示しているものです。

その次の重要度の米印１、設備停止区分の米印２という項目がございますが、こちら

は、影響度の大きさを明確化して実施項目の重要度、優先度を判断する基準にしようでは

ないかということで設けた項目です。

このページの左上をごらんください。１の重要度区分という表がございます。こちら

は、重要度としまして、設備が停止した場合の影響度、重要度をＡからＦまで６項目に分

類しております。ＡからＦに行くに従って重要度は低くなっていきまして、Ａが一番重要

度が高いです。例えばＡでありますと、機能喪失時の影響が非常に大きい、例えば法令環

境協定に違反してしまう、あるいは火災、爆発、漏洩が起きてしまう、そういった極めて

重要度が高いものをＡと分類しています。

このページの右上の米印の２番をごらんいただきたいと思います。こちらは、設備が故

障あるいは停止、いわゆる機能を喪失したときにどれぐらい停止してしまうのかというと

ころを、期間、時間で分類しております。１週間以上停止してしまうようなものをａ、１

週間未満をｂ、それよりももう少し軽微なもの、それは各設備によって異なりますが、

ａ、ｂに比べて期間的には短時間なものをｃとしております。

こういった分類を定義しまして、各機器の項目に対してＡからＦ、ａからｃという分類
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を定義いたしました。これによって、影響の大きさを明確化して、重要度、優先度を判断

する基準としております。

次に、右側をごらんいただきたいと思います。真ん中辺になりますが、作業実績という

項目です。こちらには過去のメンテナンスの実績を記載させていただいております。

そして、その右側ですが、長期保全というところで、保全区分、実施内容、考え方とい

う記載がございます。まず、保全区分は、先ほど１ページ目でご説明しました時間基準、

状態基準、事後保全を記載しております。そして、真ん中の実施内容につきましては、ど

ういう補修を具体的に実施するのかといった具体的な内容を記載させていただいておりま

す。考え方は、耐用年数により更新するとか、長期保全を実施する考え方を記載させてい

ただいております。

そして、一番右側には実施時期を記載しております。左半分は長期保全、右半分は物品

購入と記載してございますが、大きく二つに分けておりまして、左側の長期保全と書いて

いるのは、実際に更新工事等を行うものといいますか、工事が発生するものとご理解いた

だきたいと思います。右側の物品購入は、まさに文字どおり、万が一のときのために予備

品を購入する内容でございます。

以上の区分けシートを使いまして、約２０ページに及ぶエリアごとに長期保全の計画を

立てております。この表の中に丸印が記載されておりますが、丸印が書いてある年度で各

項目を実施するという意味でございます。

続きまして、ページをめくって、別添資料２をごらんいただきたいと思います。

こちらは、平成２７年度から２９年度、直近３年間における長期保全計画で、２７年度

と２８年度はほぼ実績、２９年度は来年度の予定ですが、当初施設の各設備にそれぞれ代

表的な保全計画の内容をまとめて整理させていただいております。

このシートの赤字の年度が平成２８年度、青字が平成２９年度の予定項目でございま

す。項目としては少ないのですが、下のところに一部あったと思いますが、茶色で平成２

７年度の実績を示しております。見ておわかりのとおり、左上に前処理設備、その右側に

洗浄設備、左下側に蒸留設備及び反応設備、いわゆる液処理設備、そして、右下には設備

共通の内容について抜粋して取りまとめたものです。

一例を紹介しますと、左上の解体・前処理設備をごらんいただきたいと思います。解体

設備あるいは基幹物流といった設備がございますが、こちらは主に平成２８年度で、今年

度に実施しているものですが、ごらんいただくとわかりますように、搬送設備関係のイン

バーターの交換やモーターの予備品の購入というところが特徴点になっております。その

ずっと下を見ていただいて液処理設備関係ですが、攪拌機あるいは攪拌機のモーター減速

機、インバーター等の交換や熱交換器類の予備品購入、蒸留等の充塡剤の購入、熱交換器

の点検といった項目が挙げられております。

そして、設備の共通の右下をずっと見ていただきたいと思いますが、設備の共通のとこ

ろでは、特徴的な点は真ん中の下にありますが、平成２９年度の③のオンラインモニタリ
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ング設備です。これは、来年度の一番目玉といいますか、予算的にも非常に大きな設備対

応ですが、オンラインモニタリングの設備の更新を行います。当初施設３系統のオンライ

ンモニタリングがございますが、そのうちの２系統について平成２９年度に更新を予定し

ております。残りの１系統はそのうち、もしくは２年後と今は考えております。

共通設備の中にポンプ類や計器類がございますが、ここに記載のとおり、ポンプ類につ

いては更新が中心になります。そして、計装関係ですが、計器類については予備品の購入

と更新の２本立てで保全を実施していくということでございます。

当初施設の最後のご説明ですが、別添資料３をごらんいただきたいと思います。

別添資料３は、長期保全計画の全てを抜粋して１枚にまとめたものです。冒頭に申し上

げたとおり、全ての資料ですとＡ３判で２０ページぐらいのボリュームになりますので、

イメージをつかんでいただくために１枚にまとめたものです。

長期保全計画全体のイメージをつかんでいただくためのものですが、実施年度を記載し

た一覧表になっています。ぱっとごらんいただいて、本日は時間の関係がありまして逐一

のご説明はしませんが、黒丸と白丸の記載がありまして、黒丸が工事を行うもの、白丸は

予備品で対応するものでして、ぱっと見てわかりますとおり、平成２８年、２９年、３０

年の３年間にほぼ集中して保全工事を行う予定にしております。ここまでが当初施設の長

期保全です。

続きまして、増設の関係もご紹介させていただきます。

【ＪＥＳＣＯ】

引き続きまして、増設施設の長期保全計画について説明させていただきます。

増設施設の運転・管理を担当しております田代でございます。

資料の３ページをごらんください。

（２）増設施設、１）管理・運用のところです。

増設施設においても、今、大島から説明がありましたように、当初施設同様、重要度評

価をいたしまして、重要度の高い設備につきましては、今ありました時間基準保全のＴＢ

Ｍあるいは状態基準保全のＣＢＭといった保全方式、それから何年で保全をするかという

周期を定めて保全計画を整備して実施しているところでございます。その下に三つのポツ

がございますが、一つ目は、増設施設は、ご承知のとおりプラズマ溶融分解炉でＰＣＢを

処理しておりますけれども、このプラズマ溶融分解炉に使用している耐火材は、４カ月使

用すると非常に高温で損耗いたします。そのため、４カ月使用しましたらとめまして、約

１カ月半かけて中の耐火材を張りかえるということで、我々は炉補修工事と我々は呼んで

いますが、そういった作業を繰り返しております。

当事業所では、プラズマ溶融分解炉が２炉ございますので、それぞれその周期で保全を

しますと、年に２回、各炉で定期的な更新をしていることになります。さらに、その下に

二つの中黒がございますが、プラズマ溶融分解炉、周りの関連設備、その下の前処理や共
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通設備につきましては、実績は少ないですが、先行事業、メーカーの知見を参考にして、

長期保全計画を定めているところでございます。

別添資料５をごらんください。Ａ３判資料の最後のところです。

表裏の印刷をしておりまして、表がプラズマ炉関連の保全計画、裏面が共通設備、前処

理設備の保全計画でございます。定期点検の都度、この計画は見直しというところではご

ざいますが、こちらの該当年度になったら保全をすると計画を定めて実施しております。

実際に今年度、来年度にどのようなことをしたか、あるいは、するかですが、１枚戻り

まして、別添資料４をごらんください。別添資料の４は、増設施設の処理のフローを示し

たものでございます。左から汚染物が来まして、前処理設備、その後、プラズマ溶融分解

炉で処理するところでございます。２もございますが、２系については図面上は省略させ

ていただいております。今年度どのようなことをやったかですが、平成２８年とあるとこ

ろをごらんください。

まず、プラズマ溶融分解炉ですが、先ほど申し上げたとおり、年に２回、補修工事をし

ているところでございますが、その周辺ですね。平成２８年度は、この廃棄物を投入する

ところのゲート、水冷ゲートと呼んでおりますが、こちらの交換工事を実施いたしまし

た。それからプラズマのトーチにつきましてもケーブルの交換を実施しております。さら

に、プラズマ溶融分解炉を出た上のところに恒温チャンバがございますが、今年度は、恒

温チャンバの１段目の一番熱の影響の大きいところの耐火物の更新をしております。さら

にその下に共通設備がございますが、重要器機であります換気空調設備につきましては、

そちらの機器のファンのモーターの整備をメーンに今年度は実施しました。

来年の平成２９年度ですが、青字でＨ２９と書かれているところをごらんください。

まず、プラズマ溶融分解炉のところですが、分解炉の出たところのダクトの耐火物の更

新をすることを計画しております。さらに、先ほどの恒温チャンバの出たところの恒温チ

ャンバ側に行きましても、今年度は１段目の耐火物を更新しておりますが、来年度は２段

目、３段目の耐火物を更新することを予定しております。さらに共通設備のところです

が、今年度は換気空調のモーター整備といったところを行いましたが、来年度は電気計

装、真ん中のところに電気計装とありますが、こちらの部品交換、あるいは右側ですね。

分析設備につきましても、こちらも空調で使用している空調機器の部品交換といったとこ

ろを次年度、予定しているところでございます。

長期保全計画については以上でございます。

【委員長】

それでは、ＪＥＳＣＯで予定されていたご説明がありましたが、とりあえず２－４まで

のところでご質問やご意見がありましたらお願いします。

【〇〇委員】
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資料２－３の進捗率の見直しで、今、抜油のところでということは、具体的に言うとパ

ーセンテージが下がるということで、今までの実績といいますか、比較と言うのも変です

が、見た目以上に下がるのだけれども、８３がどのように変わるのでしょうか。

【ＪＥＳＣＯ】

処理を進める中で、処理を開始した時点と中間処理が終わった時点までのタイムラグは

半月から１カ月ぐらいかかります。したがいまして、今、この時点の数字によると、進捗

率、処理実績の数字が若干小さくなります。ただ、毎年、毎年度、処理を重ねていけば、

いずれ最終的には処理が完了して全て数字が上がることになりますので、見た目上、瞬間

的に少し下がることはあるかもしれませんが、捉えた時点が若干おくれて出てくるという

イメージでございます。

【〇〇委員】

そうすると、完了という意味が変わるので、この数字も変わるということですか。

【ＪＥＳＣＯ】

そうです。

【委員長】

それは２－６のところも関係するので、２－６のところでまたご質問か何かあると思い

ます。

２－４のトラブルのところで何かありますか。

どなたもご質問がないようですので、あえて私から質問します。

このトラブルの本当の原因は何ですか。２－４の２、洗浄液のほうです。

【ＪＥＳＣＯ】

本当の原因となりますと、恐らくは現場の作業員の想像力不足であろうかと思われま

す。

【委員長】

北海道事業の進捗状況でトラブルの事例集がありますけれども、洗浄液に関するものが

圧倒的に多いのです。圧倒的に多いのにもかかわらず、今のようなご説明があるなんてこ

とは、言ってみれば、何をやっているのかということになるし、このことに関して要領書

を書き直すと言っておられますが、基本的に今までの当初施設が稼働してきて、洗浄液と

いうのは、ほとんど洗浄液の問題です。そうしたら、洗浄液を取り扱っているところで、

どういう問題が内在しているかということを基本的にはチェックして、要領手順書の中で
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洗浄液の事柄について丁寧に作業員の人にきっちり行くようにするのがＪＥＳＣＯの仕事

ではないですか。

２－４の洗浄液のことだって、言ってみれば１日か、２日で、１日ぐらいで済んだので

しょうけれどもね。対応がこのドラム缶でしょう。では、ドラム缶の設備を恒久的なもの

として写真の絵をずっと設置するのかどうかという説明がないではないですか。だから、

今までのトラブル、あるいはヒヤリハットの原因をもう一度最初から調べ直して、その要

因として明らかなものについては、要領手順書なり対応手段なりを考えて、先ほどの２－

７のご説明があったようなところに反映させるべきだと思います。今までの進捗状況で、

ヒヤリハットの説明を何回も聞いていますが、相変わらずまた洗浄液ですね。これでは、

近隣の市民の方は困ると思いますよ。回答は要りませんが、その辺のところは注意してく

ださい。よろしくお願いします。

それでは、２－５以降のところでありましたらお願いします。

【〇〇委員】

活性炭吸着という話をされまして、吸着も起こっておりますが、言われなかったのは、

吸着のほかに分配があります。吸着と分配が同時に起こっているのです。吸着と分配が同

時に起こっているところをきちんと分けて議論しないと問題があります。吸着の問題は、

分配がないところで吸着は見事にやっているのです。それはそれでいいのです。それに分

配が加わるというときに、液の問題をどうつかまえているか私はわかりませんが、それは

ほとんど説明になかったし、概念としてないのではないかと思うのです。この液－液の分

配の問題がここの一番の問題です。それを分析せずに安全でございますというのは、ちょ

っと認められないです。これからまた大金をかけて実験しろと言っても多分できないだろ

うと思いますし、私は能力的に無理だと思うのです。これはどうするかということで、私

は、ここではないところで発言したのですが、いわゆる頻回に活性炭を取りかえて、やけ

くそのような形で、とにかく外に出ないようにしなければならないのではないかという感

じを持ってそれを言ったのですが、説明がだめです。私は認められません。

特に、分配の問題については、取り出して活性炭に吸着する分と、溶液の中に出る分を

やっていますが、１０対１と言いましたね。この１０対１が大変なのです。１０対１でも

大変です。しかし、１０対１が担保されるかというと、実験的に担保できないと思うので

す。というのは、活性炭は、溶液の中へ投げ込んだら、外に出ているものがまた吸着しま

すから、１０対１いうのは、よく出たなと思いますけれども、これでもだめなのです。だ

から、分配の問題をきちんとやらなければいけないのです。環境省のほうも深刻に考えて

もらわないと全国的な問題ですから、活性炭が吸着だけが起こる状況は、ほとんど全国的

に見ても問題ないのです。多分、第２施設では問題は起こらないと思うのですが、いわゆ

る洗浄剤を使っているところです。オイルスクラバーも通ってきて、活性炭吸着槽にどん

どんと物すごい量がついてきています。こういう状況が起こったら、九州の問題も同じな
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のです。そこのところがほとんど考慮されていないというのは情けないのです。私の言う

ことはそれだけです。これは認められません。

【○○委員】

報告を受けてある程度、私も現象としては理解できて、私はオイルスクラバーの油が大

きな影響を与えていたのではないかと想像していたのですが、そうではなくて洗浄液だと

いうことがわかったので、それ自身、私自身が新しい認識を持ちました。それを考えたと

きに、洗浄液の気化の条件がオイルスクラバーより低い温度で気化するわけですね。そう

すると、オイルスクラバーに行く前に洗浄液の気化をとめるというか、もとに戻すという

か、その辺の工夫はできないものですか。今、〇〇委員がおっしゃったようにオイルスク

ラバーを抜けて洗浄液が行っているわけでしょう。それを手前でとめるようにしなければ

この問題は解決しないと私は思うのです。

それから、今は正常な状態なのですね。ところが、何か異常な状態が生まれて、大量の

ＰＣＢが外に出ていったときには、素通りに近い状態を生み出すという証拠でもあるわけ

です。そういう点を考えると、もっと深く検討の余地があると思いました。

科学的な知識はないのでわかりませんが、現象面として理解をしたときに、私の予想と

は違った内容だったけれども、その現象面を素直に受けとめたら、私の今の意見も検討の

余地があると思います。

【委員長】

ほかにありますか。

今お話があったように、液系の活性炭吸着とガス系の活性炭吸着は単位操作としても、

相理論としても全く違う現象で、もともとガス系の吸着で設計しているということが結果

的にこうなったのだろうと思います。〇〇委員が言われるように、やるとすればスクラバ

ーの後にチラ－を入れて溶剤を落とすということになろうかと思いますが、それも後ろが

切られているということで、今のシステムの中で動かすということだとすれば、やはり活

性炭の管理をもう少ししっかりするということと、モニタリングをしっかりするというこ

とで、環境に排出されるＰＣＢの絶対量は限界以下だということを確認しつつ運転をして

いただくということになろうかと思います。

そういう意味で、〇〇委員がおっしゃったように、同じようなスクラバーを持っている

ところに関して、水平展開をするようにＪＥＳＣＯのほうでしていただきたいということ

だと思います。

私も実験するのにいろいろご相談に乗りましたが、これ以上のことをやれと言われても

わからないので、むしろ、こういうことがあったということを、ＪＥＳＣＯの技術関係の

委員会もおありでしょうから、そういうところでお話をしていただいて、転換をしていた

だくということと、今、活性炭の評価をＪＩＳのＫの１４７４というこれはガス系の活性
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炭の性能評価ですが、これではだめなので、こういうシステムの活性炭の吸着の評価とい

う意味ではＪＩＳを改定するぐらいの方向性を持っていただければ、工学的にも随分役に

立つと思いますので、その辺も心がけていただければと思います。

それでは、２－６、２－７で何かありましたらお出しください。

２－６のところで、先ほど処理計画で５，４００トンぐらい１都３県から来るのが３，

８００トンになって、ご説明では仕分けをするというお話があったのですが、仕分けは誰

がするのですか。

【ＪＥＳＣＯ】

仕分けというのは、今、基本的には保管事業者が通常は民間に出されて仕分け作業を当

然されています。これを仕分けすると、当然、処理費用も運搬費用も安くなりますので、

そういった現状が今あります。実際に仕分けとなると、産廃振興財団が実際に仕分けをや

っております。また、講習会も開いてやっております。ということで、産廃財団がやった

仕分けの実績でいきますと、平成２７年４月から昨年２８年１２月までの実績で言います

と、重量比で３１％減という実績がございます。こういった実績をもとに３割減らせます

ということを申し上げております。ただ、他の民間がどの程度の仕分けかというのは、細

かいデータがあるわけではございません。実際に講習を受けて座学と実学の両方をやられ

ているメーカーさんで、その辺のデータについては確認できるところがあると思います。

３割近いデータがあるのですが、それ以外のことについては、今、データとしては細かく

持っているわけではございませんが、今後、我々としては、環境省や道の方とご相談、検

討しながら、プラズマ溶融炉については必ず３割減らすのだということで、今、調査検討

している段階です。

【委員長】

３０％減るのは期待値ですね。環境に影響を及ぼすものは、今、完全に処理しようとい

うときには、表現は悪いけれども、疑わしきものは処理するというのが一番最初のスタン

スだと思うのです。ですから、３０％というのを余り強調しないで、産廃振興財団がそう

いう形でやった実績が３０％あったかもしれないけれども、この計画表を見ると、平成３

３年と３２年に８５０トンをやって、その後、減っていますね。だから、まだ登録されて

いないものも含めて、あるいは３０％が２０％になっても、対応可能ですというスタンス

のほうが市民の方々は安心されると思うのです。

【〇〇委員】

いつも総量の話になってくるのですが、今、どれだけのものを処理しようとしているの

かというそのベースになるものがいつもわからないという状況です。多分、生産量は国内

でも５万トンとか６万トンと言われていますね。それプラス、外国から入ってきているも
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のも、総量としてはデータがぱっと出てきているはずです。それはわかっていると思うの

です。その中で、どれだけのものを処理しようとしているのか、その全量は、一説には全

部で２万トンぐらい、差が４万トンぐらいあって、４万トンはどこに行ったかどうかわか

らないです。今まで処理したもの、処理しようとするものよりも、わからなくなっている

ほうが多いというのが私の認識ですが、これは間違っていますか。

【環境省】

ありがとうございます。

総量についてのお話は、ご指摘いただいたとおり、まず、全量をこれからどれだけの量

が処理できるのかというのはまだ把握はしきれていないというのは現状でございます。お

っしゃるとおり製造量と輸入量というところでの大枠は把握できておりますが、この長年

の間に一部紛失しているものとか、そういったものもあるというのは事実でございます。

ただ、これからどのぐらいのものが掘り起こし可能なのかというところは、都道府県市の

皆様と経済産業省の出先機関、製造メーカー等々と連携して、現在、掘り起こしを進めて

いるという状況です。おっしゃるとおり、本来ならば、あとどれだけあって、それをどれ

だけの期間をかけて処理していくのかがはっきりとわかっていくのが重要ではございます

が、その掘り起こしについては完了していないが現実です。

今回の基本計画の改定におきましても、その掘り起こしをいつまでに完了させるかとい

う期日を定めていくということで、これは都道府県市の皆様に目標を持っていただいて環

境省としてもそれをしっかりフォローアップしていくことになっております。まだまだこ

れからというところは大変申しわけなく思っておりますが、少しでも早くそれを完了させ

て総量を確定させた上で処理をしていく体制にいち早く変えていかなければならないと思

っております。ただし、現在のところでは、これだけの量がわかっているということがあ

って、その量を確実に期限内に処理していくというところをしっかり進めていきたいと思

っております。

現時点で申し上げられるのは、そのような状況でございます。

【〇〇委員】

多分、総量に対して処理量というのは３分の１とか半分になるかならないか、そのほか

の部分は、どのようになくなってしまった、それで終わりになるのか、廃棄物処理場のと

ころを調査するのか、その辺で、全量から比べるとどんなに頑張って見込みをつくって各

都道府県が頑張って精査して見つけました、残念ながら私の勘から言うと半分ぐらいはな

くなってしまっているという認識があるのですが、それが半分なくなってしまっている可

能性があるというのは間違いなのか、今後、その半分ぐらいしか見つけられなかった分が

出てくる可能性が、今まで何十年かかって３分の１ぐらいで処理し切れるかというところ

だと思うのです。
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そうすると、その後の部分が出てきたときに、本当に１０年後に平成３５年、３６年で

全部の事業所が終わりまして、それが出てきたときに、国有地などであれば国の責任にな

ってくるけれども、国の責任だって、誰が処理するのかということになると思うのです。

その辺のところもきっちりと精査した上で見込み量というのか、全量を処理するためには

どうしたらいいか、この日本から完全になくすということが世界に対しての責任だと思う

のです。だから、そこに対してどのようなことを考えておられるかというのを示していた

だければ助かるなと思います。

【環境省】

その点は、先ほど申し上げましたように、まず、現在でもなお使用中のもの、保管して

いただいているものを全て把握するということです。その際に、一つ残らず把握するため

に、今、掘り起こしを総ざらいするということで、そこに全力を注いでいるのが現状で

す。ただし、環境中に、現在、残念ながらＰＣＢはどこでも測定すれば出てくるというの

は事実だと思います。そういったところに関しては、そうかといって今から何もしなくて

もいいのかというわけではなくて、今、捕獲し得る、補足し得るものを確実に補足して処

理していく、その上で全体を通してどれだけの処理ができたのかという評価をしっかりと

していくということが必要ではないかと思っております。

そのためにも、先ほど申し上げたような基本計画に基づいて、いち早く全体量を把握す

る掘り起こし調査を進めていき、それを完了させることが必要だと思っております。今、

申し上げられるのはそういうところでございます。

【〇〇委員】

前回の３９回のときに〇〇さんが言われたことが２６ページに載っています。この問題

は、一般の人の心情というか、非常によくわかるのです。この問題を行政がどのように解

決するかがなかなか見えないのです。〇〇さんもすごく困っていた。みんな困っているの

です。行政は、別にこれをやらなくても給料は減らないのです。本当に減らないのです。

だから、ここが問題なのです。環境省に２６ページを見てもらって、今、こういう世間に

なっているわけです。もっと悪く言えば、しゃっと捨ててしまえというのが広がってきた

ら、もう終わりです。だから、ここをどう解決するかです。

その前の話で、２５ページに、相談を受けられても困るのだという形になっているので

す。相談をしたいけれども、行政のほうは相談されても的確なことは言えない、これはど

うしますかというわけです。これは、本当に具体的にやっていかないと、後ろにいろいろ

な説明があるのですが、これを見て、ああ、わかったとはならないのです。そういうこと

で、ちょっと困ったなと思っています。

【〇〇委員】
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〇〇さんと全く認識は同じで、そういうことが〇〇先生も言われたことで、緊急度の問

題、認識の問題を一つ前提にしなければいけないと思っています。きょうは資料を持って

こなかったのですが、環境団体などが出している資料を含めて、新聞報道などでも東京都

の海の底質に含まれるＰＣＢの濃度は下がっていないのです。上がっていっています。そ

れから、千葉大学の医学部が中心になって進めていると思うのですが、全国のお母さんに

協力してもらって、母乳の中のＰＣＢ濃度をずっと追跡調査しているという統計も私は見

ました。これも下がっていないのです。

つまり、今、〇〇先生が言われたように、依然としてＰＣＢが自然界に漏れている状況

が続いているというところの認識をしっかりしなければ、国民の関心度の意味がわからな

いと私は思うのです。

後半のところでも発言しようと思っていたのですが、〇〇先生が出してくれましたの

で、申し上げました。今回、後半のＰＣＢ処理推進の方策の中に、国から提供されるより

精度の高い業者リストの活用という言葉があるのです。私は前から言っていたのですが、

この言葉の意味です。きょう質問しようと思ったのですけれども、時間がないので、ぜひ

考え方だけ聞いてほしいのです。ＰＣＢを製造した記録、それが出荷されて、それが２次

加工に持っていかれた、そして設置という段階に流れていっているはずです。国が持って

いる精度の高い事業リストはそういうものが含まれているのかどうかです。私は、物の流

れをしっかり把握できるのであれば、そこを追っていけば、かなりの確度で範囲を狭めて

いくことは可能だろうということが１点目です。

２点目は、このことは関係ないけれども、前から言っていますが、本当に今、一般家庭

の家庭電化製品まで入っているわけですから、国民の力を借りるしかないと思うのです。

市民、国民にこの事実をお知らせして、あなたのところにそういうものはないですかとい

う問題意識を提起していかなければ、先ほど○○さんは、給料は減らないと言ったけれど

も、そんな問題ではないのです。国民の力をかりる以外に方法はないです。役人さんの力

では絶対にいかないことはわかっているし、道の力でやれるかといったら、あれだけの人

数でできるわけがないのです。はっきりしているのです。

しかし、同じことが文章上で繰り返し、繰り返し出てきているわけです。だから、認識

の問題です。それから、その認識の問題として、今ここで方策という言葉を使っています

が、その方策をより具体的にやるという観点で、本当に国民全体が取り組むという方策を

出していかなかったら、いかないのですよ。そこが大事な点だと思うし、〇〇さんの気持

ちがわかってもらえないと思います。

【委員長】

ありがとうございました。

大変なことだと思いますが、〇〇さんや〇〇さんが言われたことで、産業廃棄物の処分

場も一般廃棄物の処分場も、物が入っているときは処分場なのです。物が入らなくなった
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ら処分場でなくなってしまうのです。かつて、そういうところに入っていったわけです。

かつての処分場の中に、環境上のＰＣＢではなくて、処分場にＰＣＢの濃度がどのくらい

あるかということですよ。それは行政研究に近いかもしれないけれども、環境の研究費で

誰かに研究の補助金でもやって調べさせたらと思います。

【○○委員】

〇〇さんがおっしゃるとおり、過去に、規制前といいますか、昭和４０年代に産廃とし

て埋め立てられるということがあったと思います。

私どもは、処分場から出る水をちゃんと測定して、ＰＣＢも当然その中に入っています

ので、それはかなりの精度でチェックしています。残念ながら、多くの処分場は、稼働し

ていて処分場跡地でというのはそんなには多くないのです。今もモニタリングをしている

ので、現状で私が聞いている限りは、ＰＣＢが処分場から高濃度で漏洩するという事例は

お聞きしたことはないです。

かつ、高い濃度で出てくるようなものは他にたくさんあります。これは、いろいろと議

論になるのですが、ゼロリスクはなくて、当然、一定の濃度以下だったら私たちに影響は

ないので、それは問題ないです。ＰＣＢに関しては、有害物質がゼロというのはちょっと

あり得ないので、環境中に出てくるものを全部ゼロにするというのは確かに目標ではある

けれども、それが私たちの体に影響があるレベルでどれだけ下げられるかという努力です

ね。

確かに、１００％処理したということは言えないですが、リスクを減らすということし

か私たちはしようがないです。もろ、きちんと把握して追跡をするということは必要だと

思います。現状で言うと、そういう問題はまだなくて、処分場も水の調査ほしているとい

うことだけご紹介します。

【委員長】

ありがとうございました。

それでは、２－７の長期保全計画でご意見、ご質問がありましたら、ぜひお願いしま

す。

【〇〇委員】

ちょっとお話を聞いたのですが、残念ながらお話を聞いているとＪＥＳＣＯの社内やＭ

ＥＰＳ対象でお話をしている内容の専門に近いところでなかなか理解が難しいといいます

か、いろいろ説明していただいて申しわけないですが、ご説明をいただくときに、私ども

市民の立場で言うと、資料２－６で所長よりご説明をいただいたとおり、平成３４年まで

に処理が終わって、ただ、３２年ぐらいまではかなりの量がずっと続いて、その後にだん

だんなくなっていくということです。その途中でトラブルがあったら困るので、どこの時



- 28 -

点のどういうことを対策されているかというポイントだけを教えていただければと思いま

す。具体的に一つ一つのプロセスで一つのパーツで平成２３年、２９年という説明より

は、むしろ３１年で何かあったときにどういう対応をされるのかということをお聞きした

いと思います。それをコンパクトに説明していただいたほうがいいと思います。

ちょっと戻ると、先ほどのトラブル事象の話もそうですが、お互いにご説明いただいて

いながら、例えばオンラインモニタリングが必要なので、最終的に今の活性炭の問題はオ

ンラインモニタリングで管理するのが最もリスクを見つける方法なので、オンラインモニ

タリングが絶対に故障しないように来年度、今年度でしょうか、更新すると。そういう流

れで説明していただいたほうがいいと思います。ですから、個々の説明をしていただくと

かなりの時間がかかってしまうので、来年度以降、技術資料は最低限にしていただいて、

今のリスクを減らすというところで横の展開として長期的にこういう視点でやるというポ

イントだけを教えていただきたいと思います。多分、こういう詳しい資料を添付資料とし

ておつけいただくのはいいと思うのですが、そのポイントだけを説明していただいて、オ

ンラインモニタリングが故障した日にはどうすればいいのかという質問が出たときに、ど

ういうお答えをしていただくかということをこの会議でいろいろやりとりします。

やりとりが重要なので、専門的な説明の時間は少し抑えていただきたいというのが私の

希望です。

【委員長】

ありがとうございました。

今、〇〇先生からお話がありましたように、次回はそういう観点から別添資料のご説明

をいただくのとあわせて、先ほどお話をしたように、今後、作業要領書、これは設備なの

です。部品をどうするかということで、日常の点検を含めて、そういう事柄に対して、も

う１０年たっているわけですから、当初のときの点検の作業要領書と１０年たった後の点

検の要領は当然違うわけです。細かく見ていると、増設の部分は配管５年と書いてありま

すが、前の当初施設の配管のところは５年というのは一個も入っていません。

先ほどの活性炭のところを見ると、結局、こういう施設は腐食性が高い液体なりガスを

使うわけですから、そういう視点に立って標準手順書がどのように工夫しています、九州

と北海道と違いますという観点で次回に説明していただくと、市民の方々ももう少しわか

りやすくなるだろうという気がしました。

かつて、どっちだったか忘れましたが、異種金属の接触接合で腐食が起きたことがあり

ましたね。そういうものに対する点検なども、水平展開としてわかったことだから、そう

いうことをあと数十年ぐらいの間にどのように活用していきますということもあわせて説

明していただきたいと思います。

時間がありませんので、次は２－８以降のモニタリングのご説明をください。
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【事務局】

資料２－８をごらんください。

これは、環境モニタリングの測定結果を取りまとめたものですが、前回の円卓会議から

判明した部分で、９月から１２月分がそれ以降に確定した数字となっております。

結果を申し上げますと、いずれの測定結果も基準値から十分低い値となっており、特に

問題となる値は検出されておりません。

４ページ目をごらんください。

これは、増設施設の排ガスの分析結果でございます。上半分がＪＥＳＣＯで実施したも

の、下半分は道で実施したものです。前々回の円卓会議で、毎回とは言わないけれども、

たまにはクロスチックの意味も含めてできるだけ同時期に測定してみてはどうかというご

提案をいただきましたので、それを踏まえまして、１１月につきましては、できるだけ測

定時期を一致させてはかりました。数字に大きな乖離はないのですが、同時期にやろうと

しても、それぞれ１日、２日の間隔があいておりますので、必ずしも一致したという結果

ではございませんが、今回、それぞれの値に大きな乖離はないということを確認しており

ます。詳しい数字については、後ほどごらんください。

以上で資料２－８の説明を終わります。

次に資料２－９ですが、立入検査の実施状況です。

２ページ目と３ページ目の太枠で囲った部分です。前回の円卓会議以降の立入検査の結

果です。５回の立入検査を行っておりまして、モニタリングの立ち合いですね。排ガスの

モニタリングや海のモニタリングについて立ち合いをしているのが２回です。そして、ト

ラブル事象の報告がありましたが、トラブル事象の報告があった都度、現地確認を行って

おりますので、そういった現地確認に関するものが３回ということで立入検査を実施して

いるところでございます。

以上、資料２－９の説明とさせていただきます。

【委員長】

モニタリングのことについて何かご質問はありますか。

【〇〇委員】

私が意見としてクロスチェックということでお話をしたのですが、ただ、その中で、時

期をずらしてやることにも意義があるということだったので、考え方としては、もうクロ

スチェックは終わったので、来年は時期をもとに戻すということでよろしいかと思いま

す。

【事務局】

わかりました。ありがとうございます。
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【委員長】

それでは、議事(３)の処理計画について、道と国になるのでしょうか、あわせて説明し

てください。

【事務局】

それでは、処理計画について、資料３－１に沿って、概要を説明させていただきます。

まず、１の北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画の経過と書いておりますが、平成１３年７月に

ＰＣＢ特措法ができまして、その後、１５年に道のＰＣＢ廃棄物処理計画の策定を行って

おります。その後、２回のエリアの拡大や期間の延長を踏まえまして、２回にわたって道

の計画の変更を行っております。今回の変更ですが、平成２８年５月に処理期限の確実な

処理の完了を目指してＰＣＢ特措法が改正され、同じ目的で国の基本計画の変更を行った

ということで、道の計画につきましても、期限までの処理完了を目指すために法改正や国

の基本計画の変更を踏まえて、今回、改正を行おうというものでございます。

２番目の北海道ＰＣＢ廃棄物処理計画の主な変更内容についてごらんください。

これは網羅的ではございませんが、主に今回の改定で手を入れた部分を抜き出しており

ます。まず、処分期間の設定ですが、法に基づく期間に準じて定めたもので、変圧器・コ

ンデンサーについては平成３３年度末までを期限とし、安定器・汚染物等については原則

として３４年度末までを目標としております。

次の２番目の未届出ＰＣＢ廃棄物の把握の徹底ですが、いわゆる掘り起こし調査でござ

いまして、これを徹底して行いたいと考えております。具体的には、後ほど追加で説明さ

せていただきます。

（３）番ですが、そういった掘り起こしたもの、既に届けられているものも含めて、早

期処理を進めていかなければならないということで、立入検査等を行ってまいりたいと思

っております。

（４）の関係機関との連携強化につきましても、北海道は広い処理エリアですが、１都

１道１８県でやっております広域協議会、そして、ＰＣＢに関する法律を所管しているの

は環境省以外にも経済産業省もありますし、団体も電気関係業界なども密接にかかわって

まいりますので、そういったところと情報共有しながら、連携して進めてまいりたいと考

えております。

（５）番は、前回の円卓会議等でもご指摘がありましたが、高濃度ＰＣＢのみならず、

低濃度ＰＣＢはまだ実態がつかめていないところがありますので、まずは実態把握を進め

ていくために、道としても判別方法の支援を行っていくということをやってまいりたいと

考えています。分析方法をどこにどうやったらいいのか、どのような相場があるのかとい

うところも一般企業の方々はわからない部分があると思うので、そこら辺の情報提供な

り、判別方法の支援についてもやってまいりたいと考えております。
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次の（６）番ですが、地方自治体が保有するＰＣＢ廃棄物の率先処理ということでうた

いましたが、昨年８月に、北海道内で道の施設、羽幌町に施設がございますが、安定器か

らＰＣＢの漏洩があったことを踏まえて書かせていただいたものですが、安定器につきま

して、平成１２年に公共施設については全て点検したはずでありましたが、その点検漏れ

があったということで、改めて一個一個確認して、全てないということを確認する必要が

あると考えております。その再調査を行い、再調査を行った後は、もちろんフォローアッ

プとして、その結果がどうであったかの取りまとめを北海道で行い、かつ、公共施設は一

般住民の方も出入りする施設でございますので、その頭の上にもしかしたらＰＣＢが含ま

れたものがあるのではないかということがご不安にならないように、ちゃんと点検をして

いますということを公表して、広く住民の方々にも見ていただけるような体制で臨みたい

と考えております。

この計画は、パブリックコメントとして道民の方から意見を伺うという手続を先月の１

月１２日から先週末の２月１１日まで行わせていただきました。その後、この内容につき

まして、道議会での議会議論を踏まえまして、平成２９年３月下旬になるかと思います

が、その変更を決定してまいりたいと考えてございます。

概要の紙については以上でございます。

次に、本編について、重要部分に触れながら説明させていただきます。

資料３－２の計画素案の３ページ目をごらんください。

下の３のところに、今回の計画変更の趣旨を書かせていただいております。この計画処

理完了期限は国の基本計画で定められておりますが、地元室蘭市の理解のもとに交わされ

た約束でありますので、道としても必ず達成しなければならない期限と認識しておるとこ

ろでございます。これを達成するためには、掘り起こしやＪＥＳＣＯの処理事業の進捗管

理もしっかりやってまいりたいと考えております。今回、ＰＣＢ特別措置法が改正された

内容としまして行政権限の強化ということがあります。立入検査の権限が拡大されたり、

報告徴収という罰則を伴うものですが、強制的に報告を求め、うその報告をした場合には

罰則が適用できるような法律でございます。報告徴収とか処理を行わないという方には、

その前には指導を行わせていただきますが、指導も受け入れていただけないということで

あれば、改善命令ということで、それも罰則つきの規定ですが、行政のツールが用意され

たところです。

道としましては、しっかり情報公開や事業者の方々に助言、指導を行ってまいります

が、必要とならば、法に規定される強制的なところも行使しなければいけない場面がやっ

てくる場合もありますが、そういった場合には、適切に判断して、確実に処分が実施され

るように進めていきたいと考えております。

ページが飛びますが、１８ページをごらんください。

先ほども話題に上りましたが、掘り起こし調査について書かせていただいておりますの

が２番目です。北海道内における未届出ＰＣＢ廃棄物、ＰＣＢ使用製品の把握及び処理と
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いうところです。これでは、先ほどご指摘いただきましたように、環境省からリストが配

付されております。それは、比較的大型のコンデンサや変圧器が対象となっているもの

で、北海道だけで２万５，０００ほどの事業者リストがございます。ただ、その中には蛍

光灯安定器のような小型のものは含まれておりませんので、それだけでは足りないと考え

ております。

環境省でもその調査方法についてご検討いただいているところですが、道といたしまし

ても、環境省で検討したリストで、ただそれだけやればいいと考えているものではござい

ません。この円卓会議でもご提案いただきましたが、例えば建築基準法の特定建築物の届

出が使えるのではないかというご提案をいただいたり、道では保健所に提出義務があるの

ですが、一定規模の建物についてはビル管理法という通称名称の届出リストがありますの

で、可能な限り集められる行政情報をかき集めてリスト化して、それに向けて立入検査を

実施していくということを考えております。それが２番目の掘り起こし調査です。

４として、北海道内における早期処理の促進とあります。

先ほど申し上げたとおり、道としても、予算上の制約や、先ほどご指摘いただいたよう

に、人もそれほどいるわけではない中で、限られた経営資源というか、道の行政資源をフ

ル活用して着実に処理を進めていくためには何をしたらいいのかと考えますと、やはり、

我々の一つのツールとしては法律に基づく制度というのは少なくとも前提としては、それ

はフル活用しなければいけないと思っております。もちらん、排出者の方々には丁寧に指

導なり助言なり情報提供なりはしていかなければならないと思うのですが、先ほど申し上

げたとおり、それも聞き入れていただけない場合はしっかりとした対応も必要だと考えて

おります。それに向けて立入検査をしっかりやり、行政権限を行使しなければいけないと

きには行政権限を行使するといった体制をとってまいりたいと考えております。

これで最後ですが、１９ページ目です。

低濃度ＰＣＢ廃棄物使用製品の把握促進です。これについては、まだ実態がわかってい

ないというのが正直なところです。ただ、平成３８年度末までに処理を完了させなければ

いけませんので、早急に実態把握を行っていかなければなりません。それに向けて、道と

しても分析が必要だったりする事情があったり、使用中のものについては停電させて検査

をしなければならないということがあります。あとは、分析機関はどういったところがあ

って、どれぐらいのコストで分析できるのかというところの情報を集めて皆様に提供させ

ていただくとともに、必要な支援を頑張って行っていきたいと考えております。

駆け足でございましたが、以上でございます。

【委員長】

ありがとうございました。

環境省から何かありましたか。
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【環境省】

ありがとうございます。

先ほど委員からもご指摘いただいた点で、環境省としては掘り起こし調査についてデー

タを精査して、より対象として補足しやすいといいますか、できる限り絞り込んだ形でデ

ータを提供したいと思っております。

委員ご指摘のメーカー情報から上流から攻めるというのは非常に重要だと思っておりま

すし、そういった取り組みをしたいと考えておりますが、長年、これまで取り組んできた

ところでは、どのようなものがどれだけ製造されたかまではわかっており、そういった型

式の情報はできる限りわかりやすく提供する形で、メーカー側も、今般、そういった機器

の検索ができるサイトを立ち上げるという取り組みを徐々に進めているところでございま

す。ただし、製造から販売、設置、譲り渡し等のフローは追い切れていないのが現状でご

ざいます。ですから、環境省として取り組んでいることを大きく三つございます。

一つは、設置事業者というのが変圧器・コンデンサという大型のものに関しては、電気

事業法という法律で、そもそも設置をする上での届け出が必要になります。そこにはＰＣ

Ｂが入っているか、入っていないかはわかりませんが、入る可能性のある器機は全て届け

出られていることになりますので、中には、どなたかがＰＣＢのものを持っていることに

なりますので、そこをまず調査対象とするということでございます。

もう一点は、先ほど橘さんからお話がありました建築確認などのデータを使っていくと

いうのは、主に照明器具、安定器の対象を絞り込むところでして、環境省としても、どう

いったデータが利用可能なのかというところ、これは具体に何かは今は申し上げられませ

んが、今年度末までにデータの絞り込みをかけて、マニュアルを自治体の皆様にお示しし

たいと考えております。一例で申し上げますと、資産課税台帳や土地登記の情報から設置

年月を割り込めるものがございますので、昭和５２年３月以前の建物を絞り込んで調査を

していくということです。これに関しては、都道府県、基礎自治体によって使いやすさが

ございますので、どういった主体の方に取り組んでいただく際には、どういうものが使え

るかという絞り込みをかけていきたい、精査をしていきたいと思っております。

最後に、現在、試行的に北九州エリアで行っておりますが、過去にＰＣＢの問題が浮上

した際に、メーカー主導で調査をしたデータがございます。電気絶縁物処理協会がござい

ましたが、そこが保有していたデータがありまして、当時、今よりも正確にＰＣＢ廃棄物

といいますか、ＰＣＢが入った製品を誰が持っているかという情報がございました。た

だ、この情報は非常に古くて、住所表記が片仮名であったり、市町村合併以前のものです

ので、このデータを現在のデータに復元するという取り組みを環境省でやっておりまし

て、その利用可能性を確認しまして、その可能性があるということであれば、今後の活用

を考えていきたいということで、大きくその３点の取組を検討しているところです。

【委員長】
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どうもありがとうございました。

一通り資料の説明をいただいたと思いますが、そのほかに何かありましたら事務局でご

説明をしていただきたいと思います。

【事務局】

説明が漏れておりました。資料の４番がございましたので、これについて説明させてい

ただきます。

資料の４番目に添付させていただきましたのは、この円卓会議の設置要領です。設置要

領については、道内部の事情ですが、変更が必要になりましたので、このたび、年度明け

からの施行を目指して変更を行いたいと考えております。まず、変更の趣旨ですが、ペー

ジを２枚めくっていただいて最後の４ページ目です。一番下に改正を行う理由がございま

す。北海道で昨年度になりますが、附属機関等の設置または開催及び運営に関する基準が

実はありまして、その中に円卓会議も位置づけがあります。

円卓会議の位置づけは、行政運営上の参考にするために有識者の方々から意見聴取を行

うもの、意見を伺う場として設置されるというふうに区分されております。ただ、ここは

一つの機関としての意思決定を行わないということです。それは何かというと、一つの組

織体として一つの結論を出すのではなく、委員個々の皆様方の意見を聞く場ですという位

置づけになっています。

その背景として、意思決定を行う場を附属機関と言うのですが、そういったものの設置

に当たっては、条例化が必要であったりなどいろいろな制約があるのですけれども、そう

いったものがきちんと守られていないのではないかということで、裁判で行政側が敗訴す

るというような背景がございまして、そこはしっかり整理しなければならないだろうとい

うことで、この基準が定められております。

懇談会という位置づけになるのですが、そういったものを明確化するという視点からそ

れぞれの文言の修正を行っております。具体に申し上げますと、円卓会議の組織や運営に

ついては、道が室蘭市と協議の上、定めさせていただくことになったり、これは呼称上の

違いですが、今まで真柄先生に委員長をお務めいただいているのですが、委員長というこ

とになりますと、一つの組織体としての結論を出すという形の位置づけになってしまうの

で、座長という呼称に変えさせていただくといった変更を行っております。

ただ、ここは委員の皆様方の忌憚のない意見をいただく場所ですので、委員の方々の調

査の権限や立入権限や行政に対する意見をいただくというところについては何ら制約を加

えていませんので、今後とも円卓会議での意見を頂戴してまいりたいと考えております。

以上でございます。

【委員長】

ということですが、何かご意見はございますか。
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【〇〇委員】

環境省の考え方はある程度わかりましたので、ぜひ強力に進めてほしいと思っていま

す。

今、道から説明があった附属機関等の設置及び開催の運営に関する基準というのは、た

またまこれを検索しています。というのは、今回、次期委員の推薦の文書が私のところに

来まして、その中に過去の委員の任期が一覧表になって載っていました。これは、大変興

味深く見ていて、あの人がいた、この人がいたと思い出しました。真柄先生は最初から最

後まで頑張っていて、そう考えて数えていったら、これでいくと〇〇委員は外れてしまう

のです。公募の委員は９年以上はなれませんと書いてあって、女性は１２年いいですと書

いてあって、これを初めて見てびっくりしました。

きょうの議論でもわかるように、この円卓会議の中で〇〇委員の果たす役割は物すごく

大きいのです。正直に言って、本当に勉強させていただいていますが、これでいきます

と、もしかすると○○委員は外れてしまうのではないかという懸念を持ったのです。

これは、何とかならないものなのでしょうか。ある意味では、この円卓会議の宝だと僕

は思っています。偶然のことかもしれないですが、そういう専門的な知識を持って、市民

の立場に立って話ができる人はここに公募してくれたわけです。

丸を見たら、ちょうど五つついているのです。そうすると、これにひっかかってしまい

ます。外れるのだろうかという疑問があり、それはわからないのですが、真柄先生の場合

は、特別に道が指定しているので外れることはないだろうと思うのですけれども、公募に

ついては非常に厳しくなっています。これは何とかならないかというのが私からの要望で

す。

【事務局】

今の話について、おっしゃる趣旨は十分わかるのですが、公募というのは、幅広く道

民、市民の方に出ていただいてお話をいただきたいという趣旨でやっていますので、特定

の方が長く続くのはいけないだろうということで、そういう基準を設けているのだと思い

ます。

今回の件は、私どもの内部的な整理でしかないと思っておりますが、その中で、公募委

員の取り扱いについても結構厳しい話が出たものですから、おっしゃるとおり、今の状況

ではかなり厳しいと思います。公募の委員以外という部分は当然あります。団体推薦など

があれば、そういうところは模索できると思いますが、現状の公募という形であればちょ

っと厳しいというのが正直なところです。

【〇〇委員】

公募だから外れてしまうのですね。例えば、今、真柄先生とか〇〇先生のような立場で
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道のほうから推薦していただくというのであれば、意味が変わってくるのではないかと思

うのです。そういう意味では貴重な議論を提起していただいたし、きょうの議論でもＪＥ

ＳＣＯさんにある意味の宿題を明確に与えてくれた先生でもあるわけです。僕らは本当に

素人なので、初めてそのことで勉強を始めてみてそういうことなのかということを随分教

えていただきました。貴重な存在であれば、逆に言えば〇〇先生とか〇〇先生のような立

場の位置づけで採用してほしいと思っています。

【〇〇委員】

ぜひ、それは考えていただきたいと私も思います。

全般的なことになりますが、ＰＣＢ処理事業で北海道で受け入れる前提となる市民委員

会から私もかかわらせていただいて、この会議にも入らせていただいています。その中

で、局長がいらっしゃるからあえて言わせていただくと、環境にもっと金をかけましょう

という私の希望です。今回、先ほど任期が終わるということで推薦状を出してくださいと

いうことでしたね。そうしたら、返信用の封筒が入っていないのです。そこまで道は困っ

ているのか。そのぐらいの予算がないのか。そのぐらいと言ってはいけませんが、それは

きちんと予算化するべきではないですか。

当初は、ほかに４事業所あるのですが、ほかの地区は全て報酬があるのです。ないのは

北海道だけです。それは別にいいですよ。金がないからしようがないと思いながらも、ほ

かの地区はきちんと予算化されています。それは、それなりの重要性があるから予算を切

らないでその地区、地区でやっているのです。やはり、きちんと予算化するということが

その組織、その委員会、懇談会の重要性を示すものなのです。私もいろいろな親睦会の委

員をさせていただいておりますが、ほかは審議会からお金が出るわけですね。ここは出な

い。それはそれでいいのですが、その位置づけをきちんとするということです。

当初、始まったときは、４回ぐらいは視察をやっていました。それがなくなったので

す。私はいつも、この会期が終わるたびに、次年度こそ予算化してください、わかりまし

たと言って、結局、予算化はされていないです。ということは、我々の組織が動くことに

対して意味を持っていないということになるわけです。そうではないはずです。この委員

会の重要性をきちんと把握されているのであれば、きちんと予算化するものは予算化する

ということが大切だと思います。去年たまたま国の予算が室蘭市についたから北九州に視

察に行かせていただきました。ことしも続くかなと思ったら、それは予算がないからやら

ないと。そういうことでは非常にお粗末だと思います。

今まで、お金をかけないものが環境でしたので、環境省も非常に弱い立場だったのです

が、今、環境に金をかけるということがステータスになって、その地域が世界に貢献す

る、北海道のグリーンを売り出すための非常に重要な位置づけになってくると思うので

す。それで売り出すことができるわけです。

例えば、我々が視察に行った北九州では、それで金もうけまでする、事業として行って
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いるわけです。そこまでいかなくてもグリーン北海道を売り出すための環境にお金をかけ

る、投資をするということは非常に大切だと思います。その辺のことを考えて、この会議

でもきちんと予算化するものは予算化する、そういったことを私は最後にお願いしたいと

思います。

【委員長】

ありがとうございました。

円卓会議の委員も含めて、いろいろと考えるところはあると思いますが、いずれにして

も、この施設で最初に想定していた範囲よりも広いＰＣＢを処理するとになりましたし、

処理しなければならない期間も明確にされておりますので、次期以降、円卓会議がそうい

う仕事、役割に対して貢献できるように続けていただけるようにお願いしたいということ

で、きょうはこれで終わりにしたいと思います。

最後に、事務局から何かありましたらお願いします。

３．閉 会

【事務局】

真柄委員長、ありがとうございました。

本日は、説明時間が超過しまして十分なご議論をいただけなかった部分があった点を大

変申しわけなく思っております。皆様からいただきました貴重なご意見、また厳しいご意

見もございました。その辺を私どもはしっかりと受けとめて考えていきたいと思います。

本日は、本当にありがとうございました。

冒頭の挨拶にもございましたが、今回の会議が現委員としての最後となります。先ほど

もございましたが、団体の関係につきましては、今、推薦をお願いしているところでござ

います。２年間にわたる任期、本当にありがとうございました。熱心にご議論、助言をい

ただきましたことに改めて感謝を申し上げたいと思います。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、どうもありがとうございました。

以 上


